
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
福
島
県
公
職
選
挙
等
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

一

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
四
号

福
島
県
公
職
選
挙
等
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
六
月
二
十
八
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

俊

博

福
島
県
公
職
選
挙
等
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

福
島
県
公
職
選
挙
等
執
行
規
程
（
昭
和
四
十
年
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
、
第
二
号
及
び
第
三
号
」
を
「
及
び
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
、
「
及

び
福
島
県
知
事
」
を
「
、
福
島
県
知
事
及
び
福
島
県
議
会
議
員
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
二
項
中
「
、
交
付
」
を
「
交
付
」
に
、
「
又
は
第
三
号
」
を
「
、
第
三
号
又
は
第
四
号
」

に
、
「
、
同
条
第
二
項
」
を
「
同
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
六
十
七
条
第
一
項
中
「
選
挙
公
報
掲
載
文
原
稿
用
紙
（
」
の
下
に
「
県
委
員
会
が
提
供
す
る
同
様

式
の
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を

い
う
。
）
を
含
む
。
」
を
加
え
、
「
記
載
し
た
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
手
札
型
大
の
写
真
（
」
を
「
の
写
真
（
書
面
に
よ
る
掲
載
文
を
添
付
す
る
と
き
は
」
に
、
「
明

記
し
た
写
真
」
を
「
明
記
し
た
手
札
型
大
の
写
真
、
電
磁
的
記
録
に
よ
る
掲
載
文
を
添
付
す
る
と
き
は

電
磁
的
記
録
に
よ
る
写
真
」
に
改
め
る
。

第
六
十
九
条
第
一
項
中
「
黒
色
の
色
素
に
よ
り
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
第
六
十
七
条
第
二
項
及

び
前
条
第
一
項
の
写
真
を
除
き
、
色
の
濃
淡
が
あ
つ
て
は
」
を
「
無
彩
色
で
記
載
し
、
又
は
記
録
し
な

け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
記
載
し
」
の
下
に
「
、
又
は
記
録
し
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項

中
「
記
載
し
」
の
下
に
「
、
又
は
記
録
し
」
を
加
え
る
。

第
七
十
条
中
「
記
載
し
」
の
下
に
「
、
又
は
記
録
し
」
を
加
え
、
「
記
載
す
る
」
を
「
記
載
し
、
又

は
記
録
す
る
」
に
改
め
る
。

第
七
十
条
の
二
第
一
項
中
「
記
載
し
た
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
」
に
、
「
記
載
さ
れ
た
」

を
「
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
」
に
、
「
記
載
の
」
を
「
記
載
又
は
記
録
の
」
に
改
め
る
。

第
七
十
一
条
第
一
項
中
「
記
載
し
直
し
た
」
を
「
記
載
し
直
し
、
又
は
記
録
し
直
し
た
」
に
改
め
る
。

第
八
十
一
条
第
二
項
中
「
氏
名
の
掲
示
」
を
「
氏
名
（
法
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
後
段
の
規
定
に

よ
り
優
先
的
に
当
選
人
と
な
る
べ
き
候
補
者
と
し
て
そ
の
氏
名
及
び
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
が
参
議

院
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
及
び
当
選
人
と
な
る

べ
き
順
位
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
掲
示
」
に
改
め
る
。

第
八
十
三
条
中
「
又
は
名
簿
登
載
者
」
の
下
に
「
（
法
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ

り
優
先
的
に
当
選
人
と
な
る
べ
き
候
補
者
と
し
て
そ
の
氏
名
及
び
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
が
参
議
院

名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
及
び
当
選
人
と
な
る
べ

き
順
位
。
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
五
号
様
式
１
中
「２

通
別
添
の
と
お
り

）
」
を
「別

添
の
と
お
り

」
に
改
め
、
同
様
式
注

（

意
１
中
「記

載
す
る

」
を
「記

載
し
又
は
記
録
す
る

」
に
改
め
、
同
様
式
注
意
２
中
「写

真

」
を
「書

、
面
に
よ
る
掲
載
文
を
添
付
す
る
と
き
は

写
真

」
に
、
「添

付
す
る
こ
と

」
を
「添

付
し

掲
載
文
と

、
、

と
も
に
各
２
通
提
出
す
る
こ
と

」
に
改
め
、
同
様
式
注
意
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
電
磁
的
記
録
に
よ
る
掲
載
文
を
添
付
す
る
と
き
は

写
真
は

無
帽

上
半
身

白
黒
の

、
、

、
、

も
の
を
記
録
し
て
添
付
す
る
こ
と
。

第
二
十
六
号
様
式
注
意
一
中
「
記
載
す
る
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
」
に
改
め
、
同
様
式
注

意
二
中
「
記
載
し
な
い
」
の
下
に
「
、
又
は
記
録
し
な
い
」
を
加
え
る
。

第
三
十
一
号
様
式
そ
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

そ
の
二
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
用
）

年

月

日

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
等
の
掲
示

○
○
市
（
町
村
）
選
挙
管
理
委
員
会

（

党
な
政

が
出
称

り
届
名

ふ
簿
の

）

名
等

（

な
称
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がりふ
略

）
名

（

氏
な
の

が
者

優
先
的
に
当
選
人
と
な
る

優
先
的
に
当
選
人
と
な
る

り
載

べ
き
候
補
者

べ
き
候
補
者

ふ
登

）

簿

（
順
位
）

（
氏

名
）

（
順
位
）

（
氏

名
）

名

備
考一

名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
等
の
掲
示
は
、
公
職
選
挙
法
第
百
七
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
く
じ
で
定
め
た
順
序
に
従
い
、
上
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。

二

「
名
簿
登
載
者
の
氏
名
」
の
掲
示
の
順
序
は
、
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
の
順
序
に
従
い
、

右
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。

三

「
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
」
、
「
略
称
」
及
び
「
名
簿
登
載
者
の
氏
名
」
に
つ
い
て
は

縦
書
き
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
名
簿
に
よ
る
候
補
者
届
出
書
の
記
載
に
従

つ
て
、
ふ
り
が
な
を
付
す
こ
と
。

四

「
優
先
的
に
当
選
人
と
な
る
べ
き
候
補
者
」
の
掲
示
は
、
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
順
位

に
従
い
、
右
か
ら
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
他
の
名
簿
登
載
者
の
氏
名
の
次
に
記
載
す
る
こ
と
。

ま
た
、
「
順
位
」
及
び
「
氏
名
」
に
つ
い
て
は
縦
書
き
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

は
、
「
氏
名
」
は
名
簿
に
よ
る
候
補
者
届
出
書
の
記
載
に
従
つ
て
、
ふ
り
が
な
を
付
す
こ
と
。

附

則

１

こ
の
規
程
（
福
島
県
議
会
議
員
の
選
挙
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
公
職
選
挙
等
執
行
規
程
第
二
十

五
号
様
式
に
よ
る
選
挙
公
報
掲
載
申
請
書
及
び
第
二
十
六
号
様
式
に
よ
る
選
挙
公
報
掲
載
文
原
稿
用

紙
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
福
島
県
公
職
選
挙
等
執
行
規
程
第
二
十
五
号
様
式
に
よ
る
選
挙
公
報
掲

載
申
請
書
及
び
第
二
十
六
号
様
式
に
よ
る
選
挙
公
報
掲
載
文
原
稿
用
紙
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
公
職
選
挙
等
執
行
規
程
第
二
十

五
号
様
式
及
び
第
二
十
六
号
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


